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境采女公民館だより

 
住所：伊勢崎市境下渕名 2023-1 電話・FAX：0270-76-0013 E-mail：sakaiuneme-k@city.isesaki.lg.jp 

 

2024 

境采女地区人口・世帯数（３月１日現在）：◆人口 8,289人（男 4,212人 女 4,077人）◆世帯数 3,560戸  裏面もご覧ください   

～ブッタの実にモミジバフウの実、松ボックリを剣山にして 

ドライフラワー、木の実、緑をさして仕上げます～ 
【日 時】 ４月２３日（火）午前１０時～正午 

【会 場】 境采女公民館 

【参加料】 ８００円  

【定 員】 １６人（先着順） 

【対 象】 市内在住・在勤の人 

【申込み】 ４月８日（月）午前９時から電話で 

境采女公民館へ（電話：７６－００１３）  

※公民館に見本があります。     

                               

～お子さんと触れ合いながらベビーマッサージの方法を学びます～ 

【期 日】 ４月２５日（木）         【時 間】午前１０時～（２時間程度） 

【参加料】 無 料 【定 員】７組（先着順） 【会 場】境采女公民館   

【対 象】 生後３ヶ月～１０ヶ月の子どもと保護者 

【用意するもの】普段から使用しているボディクリーム、バスタオル、親子の飲み物 

【申込み】 ４月１１日（木）午前９時から電話で境采女公民館へ（電話：７６－００１３） 

 

３月６日（水）采女地区青少年健全育成会より、卒

業される境采女小学校６年生６２人に、ささやかで

はありますが、記念品を贈りました。 

勉強に運動に、皆さんの活躍を期待しております。

頑張ってください。 

      ご卒業 

     おめでとうございます  

             

   

大竹校長  ・  長沼区長 



会　場 時　間

境公民館 17:00～18:00

℡：74-5105 19:00～20:00

境剛志公民館 14:00～15:00

℡：74-0168 19:00～20:00

境東公民館

℡：74-0453

境島村公民館

℡：74-9345
19:00～20:00

5月15日 （水）

5月17日 （金）

5月14日 （火）

実施日

18:30～19:30

境地区青色防犯パトロール講習会日程表

5月10日 （金）

 

 

                                                 

            

 

 

 

 

   

                   

市民の皆様へ 

『第３次総合計画策定のための地区別市政懇談会』を開催します 

各地区の課題等を把握し、第３次総合計画の策定に反映させるため、市内５カ所の会場で市政懇談

会を開催します。皆さんが日頃から感じているまちづくりへの提案や意見をお聞かせください。 

１．開催日および会場 

４月１０日(水) 人材派遣ワイズコーポレーション境総合文化センター 

 １２日(金) 絣の郷円形交流館 

  １８日(木） 赤堀公民館 

５月 １日(水) あずま公民館 

２日(木) ナルセグループ伊勢崎市民プラザ 

２．時間  午後６時から７時まで 

３．内容  第３次総合計画の策定について市から説明し、各地区の課題や市政についてのご意見やご

提案をお伺いします。 

４．参加方法   当日、直接会場までお越しください。 

５．問い合わせ  企画部企画調整課  電話  ２７－２７０７ 

 

【期 日】  ５月３０日（木）  【場 所】玉村ゴルフ場 【参加料】 ２，０００円  
【募集期間】 ４月８日（月）～５月９日（木）                          
【申込み】  アライスポーツ（電話：０２７０－７４－1743） 参加費持参の上、申込ください。    

【問い合わせ】 社体推 ゴルフ部 萩原弘和さん 電話 090-4839-8208 

                          

 
日 時：５月１３日（月）午後７時～８時 会 場：境采女公民館 

 地域の方々のご協力をいただき、青色防犯パトロール車にてパトロールを行っていただいていますが、青色

回転灯を使用したパトロールを行うには、講習を受けていただく必要があります。 

 新規受講者は県警本部から実施者証の発行になります。また、現在実施者証をお持ちの方は更新手続きが必

要になりますので、当日必ず持参してください。 

※申込の必要はありません。講習会当日に直接会場へお越しください。 

※実施者講習会は、概ね３年が経過するまでに再受講をお願いします。 

  再受講をされない場合は受講者証の登録を抹消します。 

※令和６年度 登録抹消予定者：令和２年４月１日～令和３年３月３１日までの期間内に受講した方 

境采女公民館での受講が出来な

ければ、他の公民館で必ず 

受講してください。 


